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高額介護合算療養費のお知らせ高額介護合算療養費のお知らせ

4広報すながわ　2026.3.1

�問北海道後期高齢者医療広域連合℡ 011-290-5601
　保険係℡ 74-4745

▪提出方法▪提出方法　�所定の様式に必要事項を記入のうえ、FAX、Eメール、郵送、閲覧場所に備え付けの意見箱に投函、ま　�所定の様式に必要事項を記入のうえ、FAX、Eメール、郵送、閲覧場所に備え付けの意見箱に投函、ま
たは市ホームページ内のパブリックコメント専用フォームでご提出ください。たは市ホームページ内のパブリックコメント専用フォームでご提出ください。

募集する意見募集する意見➊➊
名　称 第 3 期砂川市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）

内　容 令和８年度から同 12 年度を期間として、地域経済の活性化や持続可能なまちづくりに向けた取り組み
をまとめた「第 3 期砂川市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」に対する意見

応募対象 市内に在住、在勤、在学している方、その他本計画に関係する個人または団体など市内に在住、在勤、在学している方、その他本計画に関係する個人または団体など

閲覧場所 市ホームページ、市役所1階ロビー、公民館、地域交流センターゆう、まちなか交流施設すないる、南地区・
北地区コミュ二ティセンター

募集期間 3 月 20 日㈷まで3 月 20 日㈷まで

詳細・提出
企画調整係
TEL：74-8767　FAX： 54-2568　E メール：kikaku@city.sunagawa.lg.jp
郵送：〒 073-0195　砂川市西 7 条北 2丁目１番１号　砂川市役所 政策調整課 企画調整係 宛て

意見募集（パブリックコメント）意見募集（パブリックコメント）
�問➊に関すること　企画調整係℡ 74-8767
　➋に関すること　クリーンプラザくるくる℡ 53-5353 �市 HP

　高額介護合算療養費とは、医療保険と介護保険の両方
を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
　同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者
医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超え
た場合、超えた分の額が後期高齢者医療制度および介護
保険から支給されます。対象の方には、3月下旬に申請の
お知らせを郵送しますので、申請書に必要事項を記入のう
え、保険係（1階 6番窓口）へご提出ください。
※�詳細は、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページまたは
送付されるお知らせをご確認ください。

医療費の自己負担額 介護サービス利用の
自己負担額

限度額を
超えた分を支給

世帯ごとに合計

＜支給のイメージ＞＜支給のイメージ＞

限度額

� 北海道後期高齢者
医療広域連合 HP

名　称 砂川地区保健衛生組合公共施設等総合管理計画（案）

内　容 令和８年度から同 17 年度を期間とする「砂川地区保健衛生組合公共施設等総合管理計画（案）」に対
する意見

応募対象 砂川市・歌志内市・奈井江町・上砂川町・浦臼町に在住、在勤、在学している方、その他本計画に関砂川市・歌志内市・奈井江町・上砂川町・浦臼町に在住、在勤、在学している方、その他本計画に関
係する個人または団体など係する個人または団体など

閲覧場所 市ホームページ、市役所１階ロビー、まちなか交流施設すないる、クリーンプラザくるくる
募集期間 3 月 2 日㈪から 3 月 31日㈫

詳細・提出
クリーンプラザくるくる
TEL：53-5353　FAX： 53-5354　E メール：cleanplaza@io.ocn.ne.jp
郵送：〒 073-0168　砂川市西 8 条北 22丁目 127 番地 6　クリーンプラザくるくる 宛て

募集する意見募集する意見➋➋

※�後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが 0円の場合は対象となりません。
※支給額が 500 円以下の場合は支給されません。


